
橋本市告示第 69 号

橋本市移住支援事業における移住支援金交付要綱の一部を改正する告示

を、別紙のとおり定める。

令和 7 年 3 月 31 日

橋本市長 平木 哲朗



橋本市移住支援事業における移住支援金交付要綱の一部を改正する告示

橋本市移住支援事業における移住支援金交付要綱 (令和元年橋本市告示第 69号 )の一部を次のように改正す

る。なお、改正部分は、次の表中下線又は太字の部分である。

改 正 後 改 正 前

(定 義 ) (定 義 )

第 2条 こ の 告 示 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

第 2条 こ の 告 示 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

(1) 略 (1) 略

(2) 東 京 圏 東 京 都 、 埼 玉 県 、 千 葉 県 及 び 神 奈 川 県 の 区 域

の う ち 、 条 件 不 利 地 域 (過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に 関

す る 特 別 措 置 法 (令 和 3年 法 律 第 19号 )、 山 村 振 興 法 (昭 和 40

年 法 律 第 64号 )、 離 島 振 興 法 (昭 和 28年 法 律 第 72号 )、 半 島

振 興 法 (昭 和 60年 法 律 第 63号 )又 は 小 笠 原 諸 島 振 興 開 発 特 別

措 置 法 (昭 和 44年 法 律 第 79号 )の 指 定 区 域 を 含 む 市 町 村 (政

令 指 定 都 市 を 除 く 。 )を い う 。 )及 び 平 成 22年 か ら 令 和 2年

ま で の 人 口 減 少 率 が 10%以 上 の 市 町 村 を 除 い た 区 域 を い

う 。

(2) 東 京 圏 東 京 都 、 埼 玉 県 、 千 葉 県 及 び 神 奈 川 県 の 区 域

の う ち 、 条 件 不 利 地 域 (過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に 関

す る 特 別 措 置 法 (令 和 3年 法 律 第 19号 )、 山 村 振 興 法 (昭 和 40

年 法 律 第 64号 )、 離 島 振 興 法 (昭 和 28年 法 律 第 72号 )、 半 島

振 興 法 (昭 和 60年 法 律 第 63号 )又 は 小 笠 原 諸 島 振 興 開 発 特 別

措 置 法 (昭 和 44年 法 律 第 79号 )の 指 定 区 域 を 含 む 市 町 村 (政

令 指 定 都 市 を 除 く 。 )を い う 。 )を 除 い た 区 域 を い う 。

(3)～ (6) 略 (3)～ (6) 略

(交 付 対 象 者 ) (交 付 対 象 者 )

第 3条 移 住 支 援 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 (以 下 「 交 付 対 象 者 」

と い う 。 )は 、 次 の 第 1号 の 要 件 及 び 第 2号 か ら 第 5号 ま で の い

ず れ か の 要 件 並 び に 第 6号 の 要 件 (次 条 第 2号 に 掲 げ る 場 合 に

該 当 す る と き に 限 る 。 )を 満 た す 者 と す る 。

第 3条 移 住 支 援 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 (以 下 「 交 付 対 象 者 」

と い う 。 )は 、 次 の 第 1号 の 要 件 及 び 第 2号 か ら 第 4号 ま で の い

ず れ か の 要 件 並 び に 第 5号 の 要 件 (次 条 第 2号 に 掲 げ る 場 合 に

該 当 す る と き に 限 る 。 )を 満 た す 者 と す る 。

(1) 移 住 等 に 関 す る 要 件 次 に 掲 げ る ア 、 イ 及 び ウ に 該 当

す る こ と 。

(1) 移 住 等 に 関 す る 要 件 次 に 掲 げ る ア 、 イ 及 び ウ に 該 当

す る こ と 。

ア ・ イ 略 ア ・ イ 略

ウ そ の 他 の 要 件 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該 当 す る こ

と 。

ウ そ の 他 の 要 件 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該 当 す る こ

と 。

(ア )・ (イ ) 略 (ア )・ (イ ) 略



(ウ ) 日 本 人 で あ る こ と 若 し く は 外 国 人 で あ っ て 、 出 入

国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 (昭 和 26年 政 令 第 319号 )に 定 め

る 永 住 者 、 日 本 人 の 配 偶 者 等 、 永 住 者 の 配 偶 者 等 、 定

住 者 又 は 日 本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ き 日 本 の 国 籍 を 離

脱 し た 者 等 の 出 入 国 管 理 に 関 す る 特 例 法 (平 成 3年 法 律

第 71号 )に 定 め る 特 別 永 住 者 の い ず れ か の 在 留 資 格 を

有 す る こ と 。

(ウ ) 日 本 人 で あ る こ と 若 し く は 外 国 人 で あ っ て 永 住

者 、 日 本 人 の 配 偶 者 等 、 永 住 者 の 配 偶 者 等 、 定 住 者 又

は 特 別 永 住 者 の い ず れ か の 在 留 資 格 を 有 す る こ と 。

(エ ) 申 請 者 を 含 む 世 帯 員 が い ず れ も 過 去 10年 以 内 に 和

歌 山 県 移 住 支 援 事 業 に 係 る 移 住 支 援 金 の 交 付 を 受 け た

こ と が な い こ と 又 は 申 請 中 で な い こ と 。 た だ し 、 移 住

支 援 金 を 全 額 返 還 し た 場 合 又 は 過 去 の 申 請 時 に 18歳 未

満 の 世 帯 員 だ っ た 者 が 、 5年 以 上 経 過 し 、 18歳 以 上 と

な り 、 市 長 が 認 め る 場 合 を 除 く 。

(エ ) 申 請 者 を 含 む 世 帯 員 が い ず れ も 和 歌 山 県 移 住 支 援

事 業 に 係 る 移 住 支 援 金 の 交 付 を 受 け た こ と が な い こ と

又 は 申 請 中 で な い こ と 。

(オ ) 略 (オ ) 略

(2) 略 (2) 略

(3) テ レ ワ ー ク に 関 す る 要 件 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該

当 す る こ と 。

(3) テ レ ワ ー ク に 関 す る 要 件 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該

当 す る こ と 。

ア 略 ア 略

イ 移 住 先 で テ レ ワ ー ク に よ り 勤 務 す る (原 則 と し て 、 恒

常 的 に 通 勤 し な い 。 )こ と と し 、 か つ 週 20時 間 以 上 テ レ

ワ ー ク を 実 施 す る こ と 。

ウ 略 イ 略

(4) 関 係 人 口 に 関 す る 要 件 市 又 は 市 の 地 域 の 人 々 と 特 段

の 関 わ り を 有 す る 者 の う ち 、 次 に 掲 げ る ア 、 イ 及 び ウ か ら

カ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。

ア 移 住 す る 1月 前 ま で に 、 市 の 移 住 コ ン シ ェ ル ジ ュ (移 住

相 談 の 窓 口 業 務 を 行 う 職 員 と し て 市 が 設 置 す る 者 を い

う 。 )か ら 過 去 3年 以 内 に 移 住 相 談 (オ ン ラ イ ン 若 し く は

市 役 所 内 で の 移 住 相 談 又 は 市 が 開 催 若 し く は 出 展 し た 移

住 フ ェ ア 若 し く は 相 談 会 を い う 。 )を 受 け た こ と が あ る

こ と 。

イ 次 に 掲 げ る 事 項 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。

(ア ) 申 請 者 が 本 市 へ 転 入 し た 日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度



ま で に 本 市 に 対 し て ふ る さ と 納 税 を し た こ と が あ る こ

と 。

(イ ) 市 が 主 催 す る 就 職 相 談 会 に 参 加 し 、 参 加 証 明 書 の

発 行 を 受 け て い る こ と 。

(ウ ) 移 住 す る 1月 前 ま で に 市 内 で 生 産 さ れ た 柿 を イ ン

タ ー ネ ッ ト 販 売 で 購 入 し 、 ソ ー シ ャ ル ・ ネ ッ ト ワ ー キ

ン グ ・ サ ー ビ ス 又 は イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で の 口 コ ミ で

「 こ の 世 界 を 柿 色 に 染 め た い 」 と 投 稿 し た こ と が あ る

こ と 。

ウ 申 請 時 に お い て 、 市 の 認 定 新 規 就 農 者 若 し く は 認 定 農

業 者 又 は そ れ ら の 見 込 の 者 で あ る こ と 。

エ 申 請 時 に お い て 、 林 業 事 業 体 (林 業 労 働 者 を 雇 用 す る

森 林 組 合 、 林 業 会 社 そ の 他 林 業 を 経 営 す る 団 体 又 は 個 人

を い う 。 )で 就 業 し て い る こ と 。 た だ し 、 就 業 す る 林 業

事 業 体 が 、 就 業 者 に と っ て 3親 等 内 の 親 族 が 代 表 者 、 取

締 役 等 の 経 営 を 担 う 職 務 を 務 め て い る 法 人 等 で な い こ

と 。

オ 市 の 就 職 情 報 サ イ ト 「 橋 本 で 働 こ う !」 に 掲 載 し て い

る 法 人 で 就 業 し て お り 、 か つ 、 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に

該 当 し て い る こ と 。

(ア ) 勤 務 地 が 市 内 で あ る こ と 。

(イ ) 移 住 支 援 金 の 申 請 時 に お い て 、 就 職 後 3月 以 上 で

あ る こ と 。

(ウ ) 官 公 庁 等 (独 立 行 政 法 人 、 第 三 セ ク タ ー 、 一 部 事

務 組 合 等 の 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 設 立 し 、 出 資 し 、 又

は 出 捐 し て い る 主 体 を 含 む 。 )へ の 就 業 で は な い こ

と 。

(エ ) 求 人 へ の 応 募 日 が 、 イ (イ )就 職 相 談 会 等 参 加 証 明

書 の 発 行 日 以 降 で あ る こ と 。

(オ ) 就 業 先 の 法 人 等 が 就 業 者 に と っ て 3親 等 内 の 親 族

が 代 表 者 、 取 締 役 等 の 経 営 を 担 う 職 務 を 務 め て い る 法

人 等 で な い こ と 。

(カ ) 週 20時 間 以 上 の 無 期 雇 用 契 約 に 基 づ い て 就 業 し て



い る こ と 。

(キ ) 転 勤 、 出 向 、 出 張 、 研 修 等 に よ る 勤 務 地 の 変 更 で

は な く 、 新 規 の 雇 用 で あ る こ と 。

(ク ) 就 業 先 の 法 人 等 に 移 住 支 援 金 の 申 請 日 か ら 5年 以

上 継 続 し て 勤 務 す る 意 思 を 有 し て い る こ と 。

(ケ ) 当 該 就 業 先 が 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化

等 に 関 す る 法 律 (昭 和 23年 法 律 第 122号 )に 規 定 す る 風

俗 営 業 者 で な い こ と 。

カ タ ク シ ー 及 び バ ス 事 業 者 に 運 転 手 と し て 就 業 し て お

り 、 か つ 、 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該 当 し て い る こ と 。

(ア ) 勤 務 地 が 市 内 を 含 む こ と 。

(イ ) 就 業 先 が 、 雇 用 保 険 の 適 用 事 業 所 で あ る こ と 。

(ウ ) 就 業 先 が 、 暴 力 団 等 の 反 社 会 的 勢 力 又 は 反 社 会 的

勢 力 と 関 係 を 有 す る 法 人 等 で な い こ と 。

(エ ) オ (イ )、 (ウ )及 び (オ )か ら (ク )ま で に 掲 げ る 事 項

(5)・ (6) 略 (4)・ (5) 略

(交 付 の 申 請 ) (交 付 の 申 請 )

第 5条 申 請 者 は 、 橋 本 市 移 住 支 援 金 交 付 申 請 書 (様 式 第 1号 。

以 下 「 交 付 申 請 書 」 と い う 。 )、 本 人 確 認 書 類 そ の 他 次 に 掲

げ る 書 類 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 1号

ア 又 は 第 3号 ア 若 し く は イ に 掲 げ る 書 類 の い ず れ か 2以 上 に 該

当 す る も の を 提 出 し た 場 合 は 、 そ れ ぞ れ の 書 類 の 提 出 が あ っ

た も の と み な す 。

第 5条 申 請 者 は 、 橋 本 市 移 住 支 援 金 交 付 申 請 書 (様 式 第 1号 。

以 下 「 交 付 申 請 書 」 と い う 。 )、 本 人 確 認 書 類 そ の 他 次 に 掲

げ る 書 類 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 1号

ア 又 は 第 3号 ア 若 し く は イ に 掲 げ る 書 類 の い ず れ か 2以 上 に 該

当 す る も の を 提 出 し た 場 合 は 、 そ れ ぞ れ の 書 類 の 提 出 が あ っ

た も の と み な す 。

(1) 移 住 に 関 す る 書 類 と し て 次 に 掲 げ る 書 類

ア ・ イ 略

ウ 次 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 書 類

(ア ) 申 請 者 が 、 東 京 23区 以 外 の 東 京 圏 の う ち の 条 件 不

利 地 域 以 外 の 地 域 か ら 東 京 23区 に 通 勤 し て い た 法 人 経

営 者 又 は 個 人 経 営 者 で あ る 場 合 移 住 元 で の 在 勤 地 及

び 在 勤 期 間 を 確 認 で き る 書 類 (開 業 届 出 済 証 明 書 等 )

(イ ) 申 請 者 が 、 東 京 圏 の う ち の 条 件 不 利 地 域 以 外 の 地

域 か ら 東 京 23区 内 の 大 学 に 通 学 し 、 東 京 23区 内 の 企 業

(1) 移 住 に 関 す る 書 類 と し て 次 に 掲 げ る 書 類

ア ・ イ 略



等 へ 就 職 し た 者 で あ る 場 合 在 学 期 間 や 卒 業 校 を 確 認

で き る 書 類 (卒 業 証 明 書 等 )

(2) 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右

欄 に 定 め る 書 類

(2) 和 歌 山 県 移 住 支 援 事 業 に 係 る 就 業 証 明 書 (様 式 第 2号 又

は 様 式 第 2号 の 2)又 は 起 業 支 援 金 の 交 付 決 定 通 知 書 の 写 し

区 分 必 要 書 類

第 3条 第 1項 第 2号

に 該 当 す る 場 合

移 住 支 援 事 業 に 係 る 就 業 証 明 書 (様 式 第

2号 )

第 3条 第 1項 第 3号

に 該 当 す る 場 合

1 移 住 支 援 事 業 に 係 る 就 業 証 明 書 (様 式

第 2号 の 2)

2 就 業 時 間 の 証 明 書 (様 式 2号 の 3)

第 3条 第 1項 第 4号

に 該 当 す る 場 合

1 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ て 、 そ れ

ぞ れ 次 に 掲 げ る 書 類

(1) 第 3条 第 1項 第 4号 イ (ア )に 該 当 す

る 場 合 ふ る さ と 納 税 寄 付 金 受 領 証

明 書 の 写 し

(2) 第 3条 第 1項 第 4号 イ (イ )に 該 当 す

る 場 合 就 職 相 談 会 の 参 加 証 明 書

(3) 第 3条 第 1項 第 4号 イ (ウ )に 該 当 す

る 場 合 橋 本 市 の 柿 を イ ン タ ー ネ ッ

ト 販 売 で 購 入 し た こ と が わ か る 書 類

及 び 「 こ の 世 界 を 柿 色 に 染 め た い 」

と 口 コ ミ 等 し た こ と が わ か る 書 類 (イ

ン タ ー ネ ッ ト サ イ ト の ス ク リ ー ン シ

ョ ッ ト 等 )

2 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ て 、 そ れ

ぞ れ 次 に 掲 げ る 書 類

(1) 第 3条 第 1項 第 4号 ウ に 該 当 す る 場

合 次 に 掲 げ る 書 類

ア 青 年 等 就 農 計 画 認 定 書 の 写 し 又

は 市 担 当 課 の 収 受 印 が 押 印 さ れ た

青 年 等 就 農 計 画 認 定 申 請 書 の 写 し

イ 農 業 経 営 改 善 計 画 認 定 書 の 写 し

又 は 市 担 当 課 の 収 受 印 が 押 印 さ れ



様式第 1号を次のように改める。

(3)～ (6) 略 (3)～ (6) 略

2 略 2 略

た 農 業 経 営 改 善 計 画 認 定 申 請 書 の

写 し

(2) 第 3条 第 1項 第 4号 エ 、 オ 又 は カ に

該 当 す る 場 合 移 住 支 援 事 業 に 係 る

就 業 証 明 書 (様 式 2号 の 4)

第 3条 第 1項 第 5号

に 該 当 す る 場 合

起 業 支 援 金 の 交 付 決 定 通 知 書 の 写 し



様式第 1 号(第 5 条関係)

年 月 日

橋本市移住支援金交付申請書

(あて先)橋本市長

【橋本市移住支援事業における移住支援金交付要綱】第 5 条の規定に基づき、移住支援金の

交付を申請します。

1 申請者欄

フリガナ 生年月日

氏名 年 月 日

住所
〒

橋本市

電話

番号

2 移住支援金の内容(該当する欄に○を付けてください)

単身・世帯 単身 世帯
世帯の場合は同時に移住した家族の人数

(1 の申請者は含まない)
人

移住支援金

の種類
就業 起業

3 各種確認事項(該当する欄に○を付けてください)※

別紙 1「移住支援金の交付申請に関する誓約事

項」に記載された内容について
A.誓約する B.誓約しない

別紙 2「和歌山県移住支援事業に係る個人情報の

取扱い」に記載された内容について
A.同意する B.同意しない

申請日から 5 年以上継続して、橋本市に居住す

る意思について
A.意思がある B.意思がない

(就業・起業の場合のみ記載)

申請日から５年以上継続して、就業・起業する意

思について

A.意思がある B.意思がない

(就業の場合のみ記載)

就業先の法人の代表者又は取締役などの経営を

担う者との関係

A.3 親等以内の親

族に該当しない

B.3 親等以内の親

族に該当する

(テレワークの場合のみ記載)

橋本市への移住の意思について

A.自己の意思であ

る

B.所属からの命令

である

世帯内で過去に移住支援金の交付を受けた者又

は申請中の者の有無※ただし過去の申請時に 18 歳

未満の世帯員だった場合は除く

A.無 B.有

※各種確認事項の B.に○を付けた場合は、移住支援金の支給対象となりません。

(署名又は記名押印)



4 転出元の住所

住所
〒

5 (東京 23 区の在勤者に該当する場合のみ記載)東京 23 区への在勤履歴

※遡って 10 年間のうち、5 年以上の在勤履歴を記載

期間 就業先 就業地

6 （テレワークによる移住者のみ記載）移住後の生活状況

7 （関係人口による移住者のみ記載）該当する欄に〇を付けてください

勤務先部署

住所
〒

勤務先へ行く頻度 週 ・ 月 ・ 年 回程度 ／ 行くことはない ／ その他（ ）

必須
移住する 1 月前までに、市の移住コンシェルジュと過去 3 年以内に移住相談を受

けたことがある

いずれか

に該当

本市へ転入した日の属する年度の前年度までに本市に対してふるさと納税をした

ことがある

市が主催する就職相談会に参加し、参加証明書の発行を受けている

移住する 1 月前までに市内で生産された柿をインターネット販売で購入し、ソー

シャル・ネットワーキング・サービス又はインターネット上での口コミで「この

世界を柿色に染めたい」と投稿したことがある

いずれか

に該当

農林業に就業している

市の就職情報サイト「橋本で働こう!」に掲載している法人で就業している

タクシー及びバス事業者に運転手として就業している

管理コード（和歌山県及び橋本市使用欄）



様式第 2号の 2を次のように改める。



様式第 2号の 2(第 5 条関係)

年 月 日

(あて先)橋本市長

所在地:

事業者名: 印

代表者名:

電話番号:

担当者:

和歌山県移住支援事業に係る就業証明書（テレワーク）

下記のとおり相違ないことを証明します。

記

勤 務 者 名

勤 務 者 住 所

（ 移 住 前 ）

勤 務 先 所 在 地

（ 移 住 後 ）

勤 務 先 部 署 の 所 在 地

勤 務 先 電 話 番 号

移 住 の 意 思
所属先企業等からの命令（転勤、出向、出張、研修等含む）で

はない

雇 用 形 態 週 20 時間以上の無期雇用

交付金による資金提供

勤務者にデジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タ

イプ（地方創生テレワーク型））又はその前歴事業による資金

提供をしていない

和歌山県移住支援事業に関する事務のため、勤務者の勤務状況などの情報を、和歌山県及び橋本市の求め
に応じて、和歌山県及び橋本市に提供することについて、勤務者の同意を得ています。



様式第 2号の 2の次に次の 2様式を加える。



様式第 2号の 3(第 5 条関係) ※個人事業主・フリーランスの方向け

年 月 日

(あて先)橋本市長

氏名：

住所：

和歌山県移住支援事業に係る就業時間の証明書

下記のとおり事実であることを証明します。

記

就労開始日 年 月 日

就労時間

（固定就労の場合）

合計時間
□月間 □週間 時間

（うち休憩時間 分）

就労日数 □月間 □週間 時間

平日 時 分～ 時 分（うち休憩時間 分）

土曜 時 分～ 時 分（うち休憩時間 分）

日祝 時 分～ 時 分（うち休憩時間 分）

就労時間

（変則就労の場合）

合計時間
□月間 □週間 時間

（うち休憩時間 分）

就労日数 □月間 □週間 時間

主な就労時間帯
時 分 ～ 時 分

（うち休憩時間 分）

就労実績

（直近 3カ月）

年 月 年 月 年 月

日/月、 時間/月 日/月、 時間/月 日/月、 時間/月

特記事項（備考）



様式 2号の 4(第 5 条関係)

年 月 日

(あて先)橋本市長

所在地:

事業者名: 印

代表者名:

電話番号:

担当者:

和歌山県移住支援事業に係る就業証明書（関係人口）

下記のとおり相違ないことを証明します。

記

勤 務 者 名

勤 務 者 住 所

勤 務 先 所 在 地

勤 務 先 電 話 番 号

就 業 年 月 日

地
域
担
い
手
確
保
に
関
す
る
要
件

□林業への就業
□ 勤務者と代表者又は取締役などの経営を担う者との関係が 3親等以内の

親族に該当しない

□市の就職情報サイ

ト掲載法人への就業

応募受付年月日

□ 勤務者と代表者又は取締役などの経営を担う者との関係が 3親等以内の

親族に該当しない

□ 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいての就業である

□タクシー及びバス

事業者に運転手とし

て就業

□ 勤務者と代表者又は取締役などの経営を担う者との関係が 3親等以内の

親族に該当しない

□ 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいての就業である

和歌山県移住支援事業に関する事務のため、勤務者の勤務状況などの情報を、和歌山県及び橋本市の求め
に応じて、和歌山県及び橋本市に提供することについて、勤務者の同意を得ています。



附 則

(施行期日 )

1 この告示は、令和 7年 4月 1日から施行する。

(経過措置 )

2 改正後の第 3条及び第 5条の規定は、この告示の施行の日 (以下「施行日」という。)以後に移住した者につ

いて適用し、施行日前に移住した者については、なお従前の例による。


